
 

- 17 - 

（別記３） 

種ばれいしょの安定供給対策事業 

 

第１ 事業の内容 

本事業は、需要に応じた種ばれいしょの安定供給体制を確立するため、次に掲げる取組に必要

な経費を補助するものとする。 

１ 種ばれいしょの緊急増産 

ばれいしょの早期増産のため、種ばれいしょの増産に必要な取組を支援。 

２ 種ばれいしょのり病率低減 

種ばれいしょの生産維持・拡大のため、労働負担軽減に資するり病率の低い種いもの安定供給

促進に必要な取組を支援。 

 

第２ 事業実施主体 

   交付等要綱別表１に掲げる事業実施主体は次に定める基準を満たすものとする。 

１ 事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること。 

２ 事業実施主体欄の１の者については、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規

約の定めがある団体等であって、以下に掲げる者をいう。 

（１）農業協同組合 

（２）農業協同組合連合会 

（３）農事組合法人 

（４）農事組合法人以外の農地所有適格法人 

（５）特定農業法人及び特定農業団体 

（６）その他農業者の組織する団体 

３ 事業実施主体欄の２の者については、経営所得安定対策等推進事業実施要綱第２の２の（２）

に定める地域農業再生協議会又は担い手育成総合支援協議会設置要領第１の３に定める担い手育

成総合支援協議会をいう。 

４ 法人等の役員等が暴力団員でないこと。 

 

第３ 対象となる作物の範囲、成果目標等 

１ 対象となる作物の範囲 

本事業の対象となる作物は、種ばれいしょとする。 

２ 成果目標 

成果目標は、取組ごとに次に掲げる目標から１つ設定することとする。 

 （１）第１の１の取組を行う場合 

・事業実施地区における種ばれいしょの作付面積を直近４年間の作付面積の平均と比較して

5.0％以上増加  

・事業実施地区における種ばれいしょの生産量を 5.0％以上増加 

 （２）第１の２の取組を行う場合 

・事業実施地区における種ばれいしょの規格内率を、直近７中５年間の平均と比較して 1.0 ポ



 

- 18 - 

イント以上増加 

・事業実施地区における種ばれいしょの作付面積を直近４年間の作付面積の平均と比較して

5.0％以上増加 

・事業実施地区における種ばれいしょの販売数量又は販売金額を 3.0％以上増加 

・事業実施地区におけるジャガイモシストセンチュウ抵抗性を有する品種の作付面積が種ばれ

いしょ全体の作付面積に対して占める割合を 6.0ポイント以上増加又は 100.0％とする 

３ 目標年度 

成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。 

 

第４ 補助対象経費、補助率等 

１ 種ばれいしょの緊急増産 

 本取組は、次の基準により補助する。 

（１）補助対象経費は、ばれいしょの早期増産を目的に、加工用等の需要に応じた種ばれいしょ作

付面積の拡大に伴って、追加的に必要となる種いも切断作業やほ場見回り作業などの労働費、

防除薬剤費及びウイルス株検定等の経費とする。 

（２）補助対象となる種ばれいしょ生産ほ場は、検査合格の基準を全て満たす原種ほ及び採種ほと

し、補助対象面積は、事業実施年度に収穫される種ばれいしょの作付面積のうち前年度からの

増加分とする。 

なお、補助対象面積については、販売計画等に基づいた作付面積であることが確認できる面

積とする。 

（３）補助率は、10a当たり 20,000円とする。 

（４）本取組は、指定種苗として合格した種子用ばれいしょを用いた取組であることとする。 

（５）次の取組に係る経費は、補助対象としないものとする。 

ア 経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費 

イ 国の他の補助金を受けた（又は受ける予定の）経費 

２ 種ばれいしょのり病率低減 

 本取組は、次の基準により補助する。 

（１）補助対象経費は、種ばれいしょほ場におけるウイルスり病率を 0.1％未満に低減するために追

加的に必要となるほ場見回り労働費、防除薬剤費及びウイルス株検定等の経費。 

（２）補助対象となる種ばれいしょ生産ほ場は、検査合格の基準を全て満たす原種ほ及び採種ほと

し、補助対象面積は、事業実施年度に収穫される種ばれいしょの作付面積とする（前年度から

の増加分は補助対象外とする。）。 

（３）補助率は、10a当たり 8,000円とする。 

（４）本取組を行ったほ場においては、ウイルスり病率を 0.1％未満に低減することとし、事業実施

後４年間は、原則として事業実施前年度の作付面積とおおむね同等の規模で種ばれいしょの作

付面積を維持することとする。 

（５）本取組は、指定種苗として合格した種子用ばれいしょを用いた取組であることとする。 

（６）次の取組に係る経費は、補助対象としないものとする。 

ア 経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費 
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イ 国の他の補助金を受けた（又は受ける予定の）経費 

３ 本事業については、次期作に向けた調整作業等に時間を要しかつ緊急性が高いことから、令和

５年 12月 20日以降の取組について支援の対象とすることができるものとする。 

 

第５ 実施基準  

１ 事業実施主体が既に完了している取組を補助対象とすることは、認めないものとする。 

２ 事業実施主体は、本事業の実施後においても第３の２の成果目標の達成に向けて、種ばれいし

ょの生産拡大の取組を継続することとする。 

 

第６ 実施手続 

１ 事業実施計画の作成 

（１）事業実施主体は、本事業の取組について、本要領別記様式第１号により事業実施計画を作成

し、都道府県知事へ提出するものとする。 

（２）事業実施計画の都道府県知事への提出は、市町村長（実施地区の範囲が複数の市町村の区域

に及ぶ場合にあっては、原則として、主たる市町村の長とする。）を経由するものとする。 

ただし、実施地区が、都道府県の区域等の広域的な範囲に及ぶ場合にあっては、当該事業実

施主体は、事業実施計画について、市町村長を経由せず、都道府県知事に提出することができ

るものとする。 

（３）（２）の場合であって、実施地区の範囲が複数の市町村の区域に及ぶときは、事業実施主体

は、主たる市町村以外の関係する市町村長に当該事業実施計画を送付するものとする。 

（４）市町村長は、（２）により提出された事業実施計画の内容を２の（１）の基準に基づき確認

し、本要領別記様式第２号により市町村計画を作成して、都道府県知事に提出するものとす

る。 

市町村計画の提出に当たっては、事業実施計画を添付するものとする。 

（５）都道府県知事は、（２）のただし書により提出された事業実施計画及び（４）により提出さ

れた市町村計画の内容を２の（１）の基準に基づき確認し、本要領別記様式第３号により都道

府県計画を作成して、地方農政局長等に提出するものとする。 

都道府県計画の提出に当たっては、事業実施計画を添付するものとする。 

２ 事業実施計画の確認基準等 

市町村長及び都道府県知事は、１の（４）及び（５）の確認に当たっては、以下の内容を基準

として行うものとする。 

ア 事業実施主体は、第２の要件を満たしていること。 

イ 第３の２の成果目標の基準を満たしていること。 

ウ 事業内容が成果目標の達成に結びつく取組であること。 

エ 当該市町村及び都道府県の農業振興に係る方針など地域施策との整合性があること。 

３ 予算額の配分及び事業実施計画の決定 

（１）地方農政局長等は、１の（５）により提出された都道府県計画について、以下の内容を基準

として確認を行い、農産局長に提出するものとする。  

ア 第３の２の成果目標の基準を満たしていること。 

イ 事業内容が成果目標の達成に結びつく取組であること。 

（２）農産局長は、（１）により提出のあった都道府県計画について、別紙の配分基準に基づき、

都道府県ごとの予算額及び該当する事業実施計画を決定し、これらを地方農政局長等に通知す

るものとする。 

（３）地方農政局長等は、（２）の通知に基づき、都道府県計画のうち該当する事業実施計画を決
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定し、都道府県知事に通知するものとする。 

（４）都道府県知事は、（３）の通知に基づき、該当する事業実施計画を決定するものとする。 

４ 事業実施計画の重要な変更は、次に掲げるものとする。その際の手続は、予算額の配分を伴う

場合を除き、１に準じて行うものとし、地方農政局長等の承認を受けるものとする。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）事業実施主体の変更 

（３）事業実施主体ごとに事業費の30％を超える増又は国庫補助金の増 

（４）事業実施主体ごとに事業費又は国庫補助金の30％を超える減 

（５）成果目標の変更 

５ 事業の着手 

（１）事業の実施については、交付決定後に着手するものとする。 

ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情が

あり、第４の３の規定により事業実施主体が交付決定前に事業に着手する場合にあっては、交

付申請書に着手年月日を記載するものとする。 

（２）（１）のただし書きにより交付決定前に事業に着手する場合は、交付決定を受けるまでの期

間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。 

 

第７ 不用額の返還 

地方農政局長等は、都道府県に交付した補助金に不用額が生じることが明らかになったとき

は、補助金の一部若しくは全部を減額し、又は都道府県知事に対し、既に交付された補助金の

一部若しくは全部の返還を求めることができるものとする。 

 

第８ 事業実施状況の報告 

１ 事業実施主体は、第１の１の取組を行った場合は事業実施年度から目標年度の前年度までの

間、第１の２の取組を行った場合は事業実施年度を含む５年間、当該年度における事業実施状況

報告書を本要領別記様式第５号により作成し、報告に係る年度の翌年度の７月末日までに都道府

県知事に報告するものとする。 

２ 事業実施状況報告書の都道府県知事への提出は、市町村長を経由するものとする。 

  ただし、事業実施地区が広域的な範囲に及ぶ場合にあっては、市町村長を経由せず、都道府県

知事に提出することができる。 

３ 都道府県知事は１により作成及び報告された事業実施状況報告書の内容を検討し、成果目標に

対して事業の進捗状況が遅れていると判断した場合等には、事業実施主体に対して適切な措置を

講ずるよう指導・助言を行うものとする。 

４ 都道府県知事は、１により作成及び報告された事業実施状況報告書を取りまとめ、同年度の９

月末日までに本要領別記様式第６号により地方農政局長等に報告するものとする。また、３の措

置を行った場合には、その内容についても併せて地方農政局長等に報告するものとする。 

５ 地方農政局長等は、４の報告の内容を確認し、成果目標に対して事業の進捗状況が遅れている

と判断した場合等には、必要に応じて、都道府県知事及び事業実施主体に対して指導・助言を行

うものとする。 

 

第９ 事業実施結果の評価 

１ 事業実施主体は、本要領別記様式第７号により事業評価シートを作成し、目標年度の翌年度の

７月末日までに都道府県知事に報告するものとする。 

２ 事業評価シートの都道府県知事への提出は、市町村長を経由するものとする。 
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   ただし、事業実施地区が広域的な範囲に及ぶ場合にあっては、市町村長を経由せず、都道府県

知事に提出することができる。 

３ 都道府県知事は、１により作成及び報告された事業評価シートの内容を検討し、事業実施主体

の自己評価が成果目標の達成度及び成果目標の達成に向けて実施した取組の内容に関し適正にな

されているかどうかについて評価を行うものとし、その結果、事業評価が適切になされていない

と判断する場合には、事業実施主体に対し、再度適切に評価を実施した上で事業評価シートを作

成及び報告するよう指導するものとする。 

４ 都道府県知事は、１及び３により作成及び報告された事業評価シートを取りまとめ、同年度の

９月末日までに本要領別記様式第８号により地方農政局長等へ報告するものとする。 

なお、取りまとめに当たっては、必要に応じ事業実施主体から聞き取りを行うものとする。 

５ 目標年度において、都道府県知事は、１及び３により作成及び報告された事業評価シートの内

容を検討し、成果目標が達成されていないと判断した場合には、事業実施主体に対し、達成する

までの間、目標達成に取り組むよう指導するとともに、指導を行ってから１ヶ月以内に、目標達

成に向けた改善計画を本要領別記様式第９号により提出させるものとする。 

   なお、当該改善計画に基づく取組の実施結果の検討及び評価は、１から３までに準じて行うも

のとする。 

６ 都道府県知事は、５により事業実施主体を指導した場合には、その内容及び改善計画を地方農

政局長等に報告するものとする。 

７ 地方農政局長等は、４及び６により報告を受けた場合には、検討会等を開催し、成果目標の達

成度等の評価を行うこととし、その結果を踏まえ、必要に応じて都道府県知事を指導するととも

に、当該評価結果及び指導内容を農産局長に報告するものとする。 

８ 地方農政局長等は、以下に該当する場合であって、事業実施主体から成果目標を変更又は評価

を終了する旨が記載された改善計画が提出され、検討会等に諮り、妥当と判断された場合には、

成果目標を変更し、又は評価を終了することができることとする。 

   ア 自然災害等により取組が困難となるような事態が生じている場合 

   イ 社会経済情勢の変化により成果目標の達成が困難となるような事態が生じている場合 

９ 都道府県知事及び地方農政局長等は、原則として事業評価を行った年度又は評価結果を取りま

とめた年度に、その結果を公表するものとする。 

10 国及び都道府県は、本事業の効果的な実施に資するため、事業の実施効果等必要な事項に関す

る調査を行うことができるものとする。 

 

第10 推進指導 

１ 国は、本事業の効率的かつ効果的な推進を図るため、都道府県及び事業実施主体に対し必要な

指導・助言を行うものとする。 

２ 都道府県は、目標達成に向けた取組が着実に図られるよう、市町村、農業団体等の関係機関と

連携し、事業実施主体に対し必要な指導を行うものとする。 

 

第11 不正行為等に対する措置 

都道府県知事は、事業実施主体が、本事業の実施に関連して不正な行為を行った場合又はその

疑いがある場合においては、事業実施主体に対し、当該不正な行為に関する真相及び発生原因の

解明、再発防止のための是正措置等の適切な措置を講ずるよう指導するものとする。 

また、都道府県知事は、当該不正な行為に関する真相及び発生原因、講じられた是正措置等に

ついて、地方農政局長等に報告するものとする。 
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第12 補助金の経理の適正化 

本事業に係る補助金の経理は、「都道府県の事務費に対する補助金の経理の適正化について」

により厳正に行うものとする。 
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